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　確定申告の際、おむつ代が医療費控除として
認められるには、「おむつ代医療費控除用医師意
見書確認書」が必要です。
　この確認書は、おむつ代の医療費控除を受け
るのが 2年目以降で要介護認定を受けており、
一定の基準を満たしている人に交付します。
※ おむつ代の医療費控除を受けるのが 1年目の
人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」が
必要です。
※ おむつの購入代金について補助するものでは
ありませんのでご注意ください。

窓口／長寿介護課（大仁支所）☎ 0558-76-8009
持ち物／
・申請者本人を確認できる書類
・対象者の介護保険被保険者証

問 税務課　☎ 055-948-2918
問 三島税務署　☎ 055-987-6711

確定申告に関する問い合わせ

交付申請（両控除共通）

おむつ代の医療費控除

　確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を
提示することで、所得税や市・県民税の障害者
控除を受けられる場合があります。
　この認定書は、基準日時点において、65 歳以
上で要介護認定を受けており、一定の基準を満
たしている人に交付します。
※基準日は令和 5年 12 月 31 日
※要支援 1・2の人は対象外

・参加者にポストカードをプレゼント
・福祉事業所製品を販売

●活動報告
●事例発表
　テーマ／「障がい者とともに生きる地域づくり」
　発表者／伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会
●パネルディスカッション
　テ ーマ／「障がいのある人が地域で生活してい
くこと」

　内容／障がいのある人やその家族が自分たちの
　　言葉で語ります。

アクシスかつらぎ
多目的ホール

2月 10 日（土）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

　伊豆の国市地域自立支援協議会の活動報告会を行います。
　障がいのある人もない人も、いろんな人がハッピーな伊豆の国市
を目指して、あなたもちょっと話を聞きに来てみませんか？

要介護認定者の障害者控除

「障害者控除」と「おむつ代」の医療費控除

伊豆の国市地域自立支援協議会

一般報告会

要介護認定者対象

　犬を飼い始めたときは、狂犬病予防法に基づき登録申
請が義務付けられています。また、犬が亡くなったとき、
および所在地・飼い主の変更などがあったときには届出
が必要です。各手続きは下の表を参考にしてください。
　オンライン申請にも対応しています。詳細は市 HPを
ご覧ください。

犬の登録手続きをしましょう

登録項目 届出が必要な事例 届出期限 手数料 オンライン申請時の
来庁の有無

犬の新規登録

犬を飼い始めた場合
（登録済の犬を購入または
譲り受けた場合は登録事
項の変更）

取得から 30 日以内
（生後 90 日以内の犬は
91 日目から 30 日以内）

3,000 円
/1 頭

手数料の支払い・鑑札受け
取りなどのため、要来庁

犬の死亡届 犬が亡くなった場合 犬が亡くなった日から
30 日以内 なし

来庁不要
※ 鑑札・注射済票の返却は
郵送もしくは来庁

飼い主に関する
登録事項の変更

飼い主が変わった場合・
飼い主が転居した場合

変更があった日から
30 日以内 なし 来庁不要

犬に関する
登録事項の変更

犬が転居・転入した場合 変更があった日から
30 日以内 なし

転居→来庁不要
転入→ 鑑札交換などのため

要来庁

犬が転出した場合
変更があった日から
30 日以内
（転出先の市町へ届出）

転出先の市町に確認してください。

鑑札（登録番号の
札）の再交付

鑑札を紛失した場合
※ 鑑札の交付がない市町
からの転入も含む

紛失後すぐ 1,600 円
/1 件

手数料の支払い・鑑札受け
取りのため、要来庁

注射済票の再交付 注射済票を紛失した場合 紛失後すぐ 300 円
/1 件

手数料の支払い・注射済票
受け取りのため、要来庁

問 環境政策課
☎ 0558-76-8002
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問障がい福祉課
☎ 0558-76-8007
℻ 0558-76-8029

登録は
義務です！

・参加者にポストカードをプレゼント
・福祉事業所製品を販売

●活動報告
●事例発表
　テーマ／「障がい者とともに生きる地域づくり」
　発表者／伊豆長岡地区民生委員児童委員協議会
●パネルディスカッション
　テ ーマ／「障がいのある人が地域で生活してい
くこと」

　内容／障がいのある人やその家族が自分たちの
　　言葉で語ります。

アクシスかつらぎ
多目的ホール

2月 10 日（土）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

　伊豆の国市地域自立支援協議会の活動報告会を行います。
障がいのある人もない人も、いろんな人がハッピーな伊豆の国市

を目指して、あなたもちょっと話を聞きに来てみませんか？

伊豆の国市地域自立支援協議会
問障がい福祉課
☎ 0558-76-8007
℻ 0558-76-8029
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